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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 4月 14日 (2004.4.14)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

に 所 定 の 中 間 調 領 域 が 含 ま れ て い る か 否 か を 判 定 す る こ と に よ り 、 前 記 画 像 の
種 類 を 判 定 す る 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、 前 記 に 対 し て 色 補 正 処 理 を 施 す 手 段 と
、 該 色 補 正 処 理 後 の に 所 定 の 中 間 調 領 域 が 含 ま れ て い る か 否 か を 判 定 す る 手 段
と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】

注 目 画 素 あ る い は 注 目 ブ ロ ッ ク が 所 定 の 中 間 調 領 域 で あ る か 否 か を 判
定 す る こ と に よ り 、 中 間 調 領 域 と そ の 他 の 領 域 に 像 域 分 離 す る 画 像 処 理 装 置 で あ っ て 、 前
記 に 対 し て 色 補 正 処 理 を 施 す 手 段 と 、 該 色 補 正 処 理 後 の 画 像 信 号 中 の 注 目 画 素
あ る い は 注 目 ブ ロ ッ ク が 所 定 の 中 間 調 領 域 で あ る か 否 か を 判 定 す る 手 段 と を 備 え た こ と を
特 徴 と す る 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 所 定 の 中 間 調 領 域 は 、 印 画 紙 の 写 真 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記
載 の 画 像 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 所 定 の 中 間 調 領 域 は 、 印 刷 の 写 真 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載
の 画 像 処 理 装 置 。
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